
財団法人犯罪被害救援基金の概要 平成 22 年 1２月 

 
団体名  財団法人犯罪被害救援基金 
住 所  東京都千代田区平河町 2-3-6  

平河町共済ビル内 
理事長  張 富 士 夫  

 
1 基金の発足 
 昭和 55 年、犯罪被害者給付金支給法の成立に際し、衆参両議院において犯罪被害者の遺児等に対する奨

学金制度等に関する救済措置の附帯決議がなされ、経済的に困難な状況にある犯罪被害者の遺児等に対する

学費給与等の救援事業を行うため、昭和 56 年 5 月、内閣総理大臣、文部大臣の許可を受け、民法第 34 条に

基づく公益法人として発足。（発足時資産は約 1 億 410 万円で、ほとんどが全国警察職員による寄付で、本

年１０月の基本財産は約４１億９７００万円） 
 
2 組織（平成 22 年 10 月 1 日現在） 
・ 理事 8 人 （常勤１人・非常勤 7 人）定例評議員会・理事会年 2 回 
・ 監事 2 人 
・ 評議員 25 人 
・ 奨学生選考委員会委員 5 人（年 4 回） 
・ 支援金支給審査委員会委員 6 人（年 1 回） 

 
3 事業概要 
・ 奨学金等の給与 平成 21 年度 361 人 約 6,８00 万円（平成 22 年度予算約７９００万円） 

           設立当初から平成 21 年度までの合計 1,846 人  約 19 億 9,7００万円 
・ 犯罪被害者支援団体等への助成 平成 21 年度 約 325 万円 平成２２年度予算４３０万円 
                 平成９年度から同２１年度までの合計 
                  約２億１５７５万円（但し、平成９年から１４年まで日本財団の助

成 約１億９５９９万円を含む）  
・ 支援金支給事業 平成 21 年度 800 万円 平成２２年度予算２０００万円 

（注）犯罪被害者基本計画に基づく「経済的支援に関する検討会」の最終とりまとめが平成１９年１１月犯罪被

害者等施策推進会議に報告されたことを受けて、基本法の趣旨を踏まえ、平成２０年１２月１６日から支援金支

給事業を行っている。 
 
４ 基金の特徴 

基金は、もっぱら被害者等の支援を目的とする団体であって、適正かつ中立・公平に被害者等の視点に立っ

て関係機関と連携し、全国の被害者等のために施策を展開する団体である。 
・被害者の視点に立った被害者支援のみを業務とする。 
・ＮＰＯ法人全国被害者支援ネットワーク等全国の支援団体と連携し実績をあげている。 
・被害者に最初に接する警察をはじめ関係機関と緊密な連携が可能であり、早期援助団体を目指す全国の犯罪

被害者支援団体に対して具体的な支援を行っている。 
・知識・経験を有するスタッフのもと組織としてのノウハウの蓄積がある。 

資料２ 



（財）犯罪被害救援基金のあらまし（財）犯罪被害救援基金のあらまし

○ 犯罪被害者等支援団体の育成強化（平成22年度事業費 430万円）
・ 平成21年度 助成先：全国の民間被害者支援団体等

○ 犯罪被害者等支援団体の育成強化（平成22年度事業費 430万円）
・ 平成21年度 助成先：全国の民間被害者支援団体等

○ 犯罪被害遺児等に対する奨学金等の給与（平成22年度事業費 約7,900万円）

・累計（平成22年3月末） 奨学生：1,846人 給与額：約19億9,700万円

・平成21年度 奨学生：361人 給与額：約6,800万円

○ 犯罪被害遺児等に対する奨学金等の給与（平成22年度事業費 約7,900万円）

・累計（平成22年3月末） 奨学生：1,846人 給与額：約19億9,700万円

・平成21年度 奨学生：361人 給与額：約6,800万円

○ 支援金支給事業（平成22年度事業費 2,000万円）
・平成21年度 ２件 800万円

○ 支援金支給事業（平成22年度事業費 2,000万円）
・平成21年度 ２件 800万円

犯罪被害救援基金は、昭和55年の犯罪被害者等給付金支給法成立の際の衆・参両議院における附
帯決議を受けて、犯罪被害者の子弟のうち、経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の給
与その他の救援事業を行うことを目的として、昭和56年５月に発足。

また、民間の犯罪被害者支援団体の育成強化のための助成を平成９年から実施。

さらに、平成19年11月の犯罪被害者等施策推進会議における、公的な救済の対象とならない犯罪被
害者等であって、個別の事情に照らし、何らかの救済の手を差し伸べないと基本法の趣旨を全うできないと
思われる特別の理由がある者に対しては、民間の浄財による基金において、一定の指針の元に、給付を行
うような仕組みを構築すべきである旨の決定を実現するため、支援金支給事業を実施。

犯罪被害救援基金は、昭和55年の犯罪被害者等給付金支給法成立の際の衆・参両議院における附
帯決議を受けて、犯罪被害者の子弟のうち、経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の給
与その他の救援事業を行うことを目的として、昭和56年５月に発足。

また、民間の犯罪被害者支援団体の育成強化のための助成を平成９年から実施。

さらに、平成19年11月の犯罪被害者等施策推進会議における、公的な救済の対象とならない犯罪被
害者等であって、個別の事情に照らし、何らかの救済の手を差し伸べないと基本法の趣旨を全うできないと
思われる特別の理由がある者に対しては、民間の浄財による基金において、一定の指針の元に、給付を行
うような仕組みを構築すべきである旨の決定を実現するため、支援金支給事業を実施。

〈発足・発展の経緯〉

〈犯罪被害救援基金の主な事業〉

振り込め残余金に
より、抜本的充実
を図る必要



犯罪被害救援基金が目指す被害者支援の抜本的な充実犯罪被害救援基金が目指す被害者支援の抜本的な充実

欧米と比較して、財政基盤の脆弱な
我が国の民間被害者支援団体の活動
を充実させるため、活動経費を助成。
助成に当たっては、公平性、説明責任

及び効率性を重視。

欧米と比較して、財政基盤の脆弱な
我が国の民間被害者支援団体の活動
を充実させるため、活動経費を助成。
助成に当たっては、公平性、説明責任

及び効率性を重視。

① 民間団体への助成の充実

○ 助成対象･･･犯罪被害者支援を行う民間団体
○ 公平性･････外部有識者による審査機関によ

る助成の適否等の審査
○ 説明責任･･･助成先、助成の成果等について

は広く公表
○ 効率性･････評価のフィードバック等により、

民間団体の活動を効率化

民間団体による被害者支援の充実民間団体による被害者支援の充実
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安定的な財政安定的な財政

犯罪被害者等基本計画の定める、現
在公的な救済の対象とならない海外に
おける犯罪の被害者等の救済を更に充
実させる必要。

犯罪被害者等基本計画の定める、現
在公的な救済の対象とならない海外に
おける犯罪の被害者等の救済を更に充
実させる必要。

② 支援金支給の充実

〈課題〉
海外犯罪による死者・・・年間20人前後
財源不足から、困窮要件を課すなど、

限定的な救済に留まっている。

〈課題〉
海外犯罪による死者・・・年間20人前後
財源不足から、困窮要件を課すなど、

限定的な救済に留まっている。

振り込め残余金を新たな財源とし、海外における
犯罪被害者等に対する支援金支給を抜本的に充実
※ 有識者等による支援金支給審査委員会は設置済



民間被害者支援団体への助成の充実の新たなスキーム民間被害者支援団体への助成の充実の新たなスキーム

残余金を原資とした特別事業
（事業費及び管理費は他の事業

とは別建てにより管理）

残余金を原資とした特別事業
（事業費及び管理費は他の事業

とは別建てにより管理）

（財）犯罪被害救援基金（財）犯罪被害救援基金
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講演会の開催 相談・
カウンセリング

生活支援 自助グループ
への援助

裁判所等へ
の付添い

※ 審査基準は外部有識者等による
審査委員会の意見を踏まえて作成
し、あらかじめ公表することとする。

⑤交付先の
公表
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